
− 51 −



  

  

＜ＴＡＣ＞無断複写・複製を禁じます（税15） 財上(8)

－ Ａ 1 －

 

〔第一問〕 －25点－ 

「固定資産の減損に係る会計基準」（同基準の設定に関する意見書含め、以下「減損基準」という。）

から抜粋した以下の文章に関連した以下の各問に答えなさい。 

 

  事業用の固定資産については、通常、市場平均を超える成果を期待して事業に使われているた  
 Ａ                Ｂ  
め、市場の平均的な期待で決まる  ①  が変動しても、企業にとっての  ②  がそれに応じ 
 
て変動するわけではなく、また、  ②  自体も、投資の成果である   ③  が得られるまでは 
 
  ④  したものではない。そのため、事業用の固定資産は   ⑤  から減価償却等を控除した 
                                 Ｃ 
金額で評価され、損益計算においては、そのような資産評価に基づく  ④  利益が計上されて 
 
いる。 

 

１ 空欄  ①  から  ⑤  に入る適切な用語を答えなさい。 

 

２ 上記下線部Ｂに関して、経営者が期待するこの成果は一般に何と呼ばれるか答えなさい。 

 

３ 上記下線部Ｃに関して、その目的について説明しなさい。  

 

４ 上記下線部Ａに関して、上記文章の評価に加え行われる投資額の回収可能性を反映させる会計

処理についてその目的を説明しなさい。 

  

５ 上記下線部Ａとは異なる金融資産(金融投資)に適用されている時価評価についてその目的を

「減損基準」に基づいて答えなさい。 

 

６ 次の文章について、誤っている箇所があれば解答用紙の正誤欄に×印を、誤っている箇所がな

ければ○印を記入し、誤っている箇所がある場合には、その理由を簡潔に述べなさい。 

 (1) 帳簿価額が資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額を下回

る場合に減損損失を認識する。  

 (2) 減損基準においては、減損処理後に収益性が回復した場合の減損損失の戻入れについて、当 

期に戻入れを行う方法(洗替え法)と行わない方法(切放し法)のいずれかの方法を選択適用で 

きることとされている。 
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16  退職給付引当金に関する事項 

当社は退職一時金制度と確定給付型の企業年金制度を採用しており、従業員の退職給付に備

えるため、期末における退職給付債務から期末における年金資産の額を控除した金額をもって

計上すべき退職給付引当金としている。また、当社は従業員が300人未満であり合理的に数理計

算上の見積もりを行うことが困難であるため、原則的方法ではなく簡便法によっており、退職

一時金制度においては期末自己都合要支給額を退職給付債務とし、企業年金制度においては年

金財政計算上の責任準備金を退職給付債務としている。 

なお、会計基準変更時差異は平成18年３月期期首（平成17年４月１日）より15年で定額償却

している。 

(1) 退職一時金制度に係る事項 

① 前期末の自己都合要支給額は353,510千円である。 

② 当期における退職金支給額は31,000千円であり、仮払金（【資料３】９(2)参照）に計上

している。 

③ 当期末の自己都合要支給額は400,660千円である。 

(2) 企業年金制度に係る事項 

① 責任準備金の額は次のとおりである。 

前 期 末 当 期 末 

178,500千円 187,560千円 

② 年金資産の額（公正な評価額）は次のとおりである。 

前期末残高 当期末残高 

143,500千円 154,800 円 

③ 当期の退職年金への掛金拠出は33,000千円であり、仮払金（【資料３】９(2)参照）に計

上されている。 

(3) 当期における役員退職慰労金の支給額は35,000千円である。当該支給額について役員退職

慰労積立金を直接減額しているため、適正な会計処理に改めることとする。 

(4) 会計基準変更時差異の償却額は販売費及び一般管理費に計上する。 

17 新株発行に関する事項 

平成26年９月１日を払込期日として新株発行を行っているが、新株発行による払込金額を仮

受金として処理している（【資料３】12(3)参照）。なお、資本金組入額は会社法に規定する最低

限度額とする。 
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